
 

遊佐町の健全な水循環を保全するための条例施行規則 

平成２５年７月１日 

規則第２９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、遊佐町の健全な水循環を保全するための条例（平成２５年条例

第２７号。以下「条例」という。）第３８条の規定に基づき、条例の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（意見書の提出） 

第３条 条例第１０条第４項の規定による意見書の提出は、水源保護地域・水源涵
かん

養

保全地域の指定等に関する意見書（様式第１号）を提出することにより行うものと

する。 

（意見の聴取） 

第４条 条例第１０条第５項の規定による意見の聴取（以下「意見聴取」という。）

に当たつては、当該意見を提出した者（以下「意見提出者」という。）に対し、意

見聴取の日時及び場所をその期日の１週間前までに意見聴取通知書（様式第２号）

により通知するものとする。 

２ 意見提出者は、意見聴取に当たつて代理人又は補佐人を同席させることができる。

この場合において、意見提出者は、意見聴取の期日の３日前までに、代理人等届出

書（様式第３号）により代理人又は補佐人を町長に届け出るものとする。 

３ 意見聴取は、公開により行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認め

るときは、この限りでない。 

（水源保護地域において設置してはならない井戸の吐出口の断面積） 

第５条 条例第１２条の規則で定める断面積は、４平方センチメートルとする。 

（協議対象事業） 

第６条 条例第１３条第２号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

（１） 豚房施設で豚房の総面積が５０平方メートル以上のもの 



 

（２） 牛房施設で牛房の総面積が２００平方メートル以上のもの 

（３） 前２号以外の飼育施設で、当該飼育房の総面積が５００平方メートル以上

のもの 

２ 条例第１３条第４号の規則で定めるものは、次に掲げる事業とする。 

（１） 土地を開墾する事業 

（２） 土地に盛土をし、又は土石を堆積する事業 

（３） 水面又は湿地を埋め立て、又は干拓する事業 

（協議の期日等） 

第７条 条例第１４条第１項の規則で定める期日は、次の各号に掲げる事業の区分に

応じ、当該各号に定める期日とする。 

（１） 土石又は砂利を採取する事業 土石又は砂利の採取を行おうとする日の９

０日前まで 

（２） 畜産事業場を設置する事業で前条第１項に該当するもの 水質汚濁防止法

（昭和４５年法律第１３８号）第５条又は第７条の規定による届出を行う日前ま

で 

（３） 一般廃棄物処理施設を設置する事業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号）第８条第１項又は第９条第１項の規定による許可 

の申請を行う日前まで 

（４） 産業廃棄物処理施設を設置する事業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第１５条第１項又は第１５条の２の６第１項の規定による許可の申請を行う日

前まで 

（５） その他土地の形質を変更する事業で前条第２項に該当するもの 当該事業

に着手しようとする日の６０日前まで 

２ 条例第１４条第２項の規定による届出は、協議対象事業の事前協議書（様式第４

号）を提出することにより行うものとする。 

３ 条例第１４条第２項第５号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

（１） 事業内容及び操業開始予定年月日 

（２） 事業場の敷地面積（測量が済んでいない場合は、概算の面積） 



 

（３） 建物の構造及び面積 

（４） 事業に伴う災害の防止方法 

（５） 当該事業に係る担当者の役職、氏名及び電話番号 

４ 条例第１４条第３項第３号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

（１） 隣接地を含む事業場の公図の写し 

（２） 事業場及び隣接地の地権者の氏名を記載した書面 

（３） 事業場の縦断図（測量が済んでいない場合は、それに準ずる図面） 

（４） その他町長が必要と認める書類 

５ 条例第１４条第５項の規定による届出は、協議対象事業の変更届出書（様式第５

号）を提出することにより行うものとする。 

（説明会の周知方法等） 

第８条 条例第１５条第３項に規定する説明会の周知方法は、次の各号のいずれかの

方法とし、当該説明会の実施の日の７日前までに実施日時、実施場所その他必要な

事項を記載した書面により行うものとする。 

（１） 当該事業場周辺地域の住民への通知 

（２） 利害関係を有する個人、法人及び団体への通知 

（３） その他町長が必要と認める方法 

２ 条例第１５条第７項後段の規定による町長への通知は、説明会の実施の日の７日

前までに事前説明会実施通知書（様式第６号）により行うものとする。 

（水源涵養量の減少をもたらすおそれがある規制対象事業） 

第９条 条例第１６条第１号の規則で定めるものは、次に掲げるものとし、その基準

は、別表のとおりとする。 

（１） 地表から地下２メートルの深さを超えて土石を採取し、又は地形を改変す

る事業 

（２） 切土をする場合で当該事業区域の一部が地表から地下２メートルの深さを

超えて土石を採取し、又は地形を改変する事業にあつては、当該事業区域の２分

の１以上が２メートルの深さを超えるもの 

（３） 地表から地下２メートルの深さまで土石を採取し、又は地形を改変する事



 

業で、当該事業区域の面積が１万平方メートルを超えるもの。ただし、１の事業

の区域の面積が１万平方メートルに満たない場合において当該事業区域を拡大

するときは、当該事業区域と拡大予定区域の合計面積が１万平方メートルを超え

るもの 

（４） 過去に土石の採取が行われた区域で、再び土石を採取する事業 

２ 前項第２号及び第３号において、当該事業における保全区域又は残地森林は、事

業区域に含むものとする。 

（地下水の水質悪化をもたらすおそれがある規制対象事業） 

第１０条 条例第１６条第２号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

（１） 表土を含む土壌を採取する事業で、降水に含まれる重金属等の有害物質が

土壌による浄化機能が十分発揮される前に地下水に含有してしまうおそれがあ

るもの 

（２） 事業活動により発生する汚水等が地下浸透することにより、地下水の水質

悪化をもたらすおそれがあるもの 

（地下水脈を損傷するおそれがある規制対象事業） 

第１１条 条例第１６条第３号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

（１） 地下水脈の位置又は規模等が不明であるときは、土地形状及び周囲の状況

から土地を掘削することにより地下水脈を損傷する蓋然性が高いと推定できる

もの 

（２） 地下水脈の位置又は規模等が判明しているときは、土地の掘削等の事業が

地下水脈を損傷することが明らかであるとき。 

（水道水、農業用水又は漁業用水の確保に支障をもたらすおそれがある規制対象事

業） 

第１２条 条例第１６条第４号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

（１） 事業活動により発生する汚水又は濁水が、水道水源、農業用水又は漁業用

水の水源に流入し、良質な水の確保に支障をもたらすおそれがあるもの 

（２） 土地への盛土又は土石の堆積若しくは土地の掘削又は切土により、降水の

集水区域を改変して下流域の水道水源、農業用水若しくは漁業用水の確保に支障



 

をもたらすおそれがあるもの、又は災害発生のおそれがあるもの 

（３） 水面又は湿地の埋立て又は干拓により、水道水源となつている地下水又は

周辺及び下流域における農業用水又は漁業用水の確保に支障をもたらすおそれ

があるもの 

（規制対象事業の総合的な検討） 

第１３条 町長は、規制対象事業に該当するか否かの認定を行うときは、第９条から

前条までの規定は、相互に関連があることから、総合的に検討するものとする。 

２ 前項の総合的な検討に当たつては、条例第２条第２項の規定を踏まえ、必要に応

じて現地調査並びに専門知識を有する者並びに住民及び利害関係人の意見聴取を

行うものとする。 

（規制対象事業の対象外の事業） 

第１４条 第９条から第１２条までの規定にかかわらず、次に掲げる行為は、規制対

象事業に該当しないものとする。 

（１） 農業、林業又は漁業を営むために必要な施設又は構築物の設置及び維持管

理のために行う行為 

（２） 林業の用に供する簡易な作業道の敷設 

（３） 送電のための鉄塔、電柱、標識、柵、観測設備、消防設備その他これらに

類する工作物の新築、改築又は増築 

（４） 災害を防止するために行う行為又は非常災害のために必要な応急措置とし

て行う行為 

（５） その他公益上必要な構築物等の設置で町長が認めるもの 

２ 町長は、前項第５号の規定により構築物等の設置について規制対象事業に該当し

ないものと認める場合においては、必要に応じて水循環保全審議会の意見を聴くも

のとする。 

（協議対象事業認定結果の通知） 

第１５条 条例第１７条第２項の規定による事前協議者への通知は、認定後、速やか

に協議対象事業認定結果通知書（様式第７号）により行うものとする。 

（事業の中止及び原状回復命令） 



 

第１６条 条例第１９条第１項に規定する事業の中止及び原状を回復する命令は、同

条第１項各号に該当する事実を把握した後、速やかに、事業の中止及び原状回復命

令書（様式第８号）により行うものとする。 

（水源保護地域以外の地域で届出が必要な井戸の吐出口の断面積） 

第１７条 条例第２０条第１項の規則で定める断面積は、１０平方センチメートルと

する。 

（井戸設置予定の届出等） 

第１８条 条例第２０条第２項に規定する町長への届出は、井戸設置予定届出書（様

式第９号）により行うものとする。 

２ 条例第２０条第５項の規定による町長への報告は、設置予定井戸改善報告書（様

式第１０号）により行うものとする。 

（井戸設置に係る変更の届出） 

第１９条 条例第２１条第１項の規定による町長への届出は、井戸設置に係る変更届

出書（様式第１１号）により行うものとする。 

（井戸設置者の地位継承の届出） 

第２０条 条例第２２条第３項の規定による町長への届出は、井戸設置者の地位継承

届出書（様式第１２号）により行うものとする。 

（水源保護地域及び水源涵養保全地域内の土地の買取り） 

第２１条 条例第２７条第１項に規定する土地所有者の買取りの申出は、土地買取り

申出書（様式第１３号）を町長に提出することにより行うものとする。 

２ 条例第２７条第３項の規定による買取りの諾否の当該土地所有者への通知は、土

地買取り諾否通知書（様式第１４号）により行うものとする。 

３ 条例第２７条第４項の買取りの申出に係る土地（第１号において「当該土地」と

いう。）の取得価格の基準は、次の各号のいずれかとする。 

（１） 当該土地の近傍類似土地の取引価格 

（２） 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）に基づいて

不動産鑑定士が行う鑑定評価による不動産鑑定評価額 

（身分証明書） 



 

第２２条 条例第３４条第３項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（様式第

１５号）とする。 

（命令書） 

第２３条 条例第３５条第２項の規定による命令は、命令書（様式第１６号）により

行うものとする。 

附 則（平成２５年７月１日規則第２９号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第５条及び第１１条の規定は、平成

２６年１月１日から施行する。 

  附 則（令和７年４月１日規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第９条関係） 

（１） 地表から地下２メートル 

 

（２） 切土の場合 

 

（３） 不整形地の取扱い 

 

（４） 大きな岩塊の場合 



 

 


